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�
香
川
県
使
用
料
、
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る

規
則

（
建

築

課
）

一

�
香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（

〃

）

香
川
県
使
用
料
、
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
六
十
四
号

香
川
県
使
用
料
、
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

香
川
県
使
用
料
、
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
香
川
県
条
例
第
四
号
）
附
則

第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、
平
成
十
七
年
六
月
一
日
と
す
る
。

香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
六
十
五
号

香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
香
川
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
三
監
理
課
の
部
十
五
の
項
第
二
号
中
「
十
条
第
二
項
」
を
「
十
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
第

四
号
中
「
三
項
」
を
「
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
四
項
」
を
「
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十

号
を
同
項
第
十
三
号
と
し
、
同
項
第
九
号
中
「
八
条
た
だ
し
書
」
の
下
に
「
、
十
一
条
第
二
項
」
を
加

え
、
同
号
を
同
項
第
十
二
号
と
し
、
同
項
中
第
八
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
三
号
を

加
え
る
。

別
表
四
の
三
十
二
の
表
十
七
の
項
第
二
号
中
「
十
条
第
二
項
」
を
「
十
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項

第
四
号
中
「
三
項
」
を
「
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
四
項
」
を
「
五
項
」
に
改
め
、
同
項
第

十
号
を
同
項
第
十
三
号
と
し
、
同
項
第
九
号
中
「
八
条
た
だ
し
書
」
の
下
に
「
、
十
一
条
第
二
項
」
を

加
え
、
同
号
を
同
項
第
十
二
号
と
し
、
同
項
中
第
八
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
三
号

を
加
え
る
。

号 外

平 成１７年

５月３１日（火曜日）

規

則

８

既
存
の
一
の
建
築
物
を
二
以
上
の
工
事
に
分
け
て
工
事
を
行
う
場
合

の
当
該
二
以
上
の
工
事
の
全
体
計
画
若
し
く
は
そ
の
変
更
を
認
定
し
、

又
は
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
。
（
法
八
十
六
条
の
八
第
一
項
・
三

項
・
六
項
）

〇

９

認
定
建
築
主
に
対
し
、
全
体
計
画
に
係
る
工
事
の
状
況
の
報
告
を
求

め
る
こ
と
。
（
法
八
十
六
条
の
八
第
四
項
）

〇

１０

認
定
建
築
主
に
対
し
、
工
事
の
改
善
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ

と
を
命
ず
る
こ
と
。
（
法
八
十
六
条
の
八
第
五
項
）

〇

８

既
存
の
一
の
建
築
物
を
二
以
上
の
工
事
に
分
け
て
工
事
を
行
う
場
合
の
当

該
二
以
上
の
工
事
の
全
体
計
画
若
し
く
は
そ
の
変
更
を
認
定
し
、
又
は
そ
の

認
定
を
取
り
消
す
こ
と
。
（
法
八
十
六
条
の
八
第
一
項
・
三
項
・
六
項
）

〇

９

認
定
建
築
主
に
対
し
、
全
体
計
画
に
係
る
工
事
の
状
況
の
報
告
を
求
め
る

こ
と
。
（
法
八
十
六
条
の
八
第
四
項
）

〇

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

（
号
外
）

一



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 

（
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
手
続
等
を
定
め
る
香
川
県
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
手
続
等
を
定
め
る
香
川
県
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
香
川
県
規
則
第
四
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
及
び
第
七
条
中
「
第
十
条
第
二
項
」
を
「
第
十
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
九
条
及
び
第
十
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
第
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め

る
。第

十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
」
を
「
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
一
」
に

改
め
る
。

第
十
九
条
中
「
第
一
条
の
三
第
十
四
項
」
を
「
第
一
条
の
三
第
十
八
項
」
に
、
「
同
条
第
一
項
の
表

�は
項
に
掲
げ
る
基
礎
伏
図
、
各
階
床
伏
図
、
小
屋
伏
図
、
構
造
詳
細
図
及
び
構
造
計
算
書
」
を
「
同
条

第
一
項
の
表
一
の
�は
項
に
掲
げ
る
図
書
並
び
に
同
項
の
表
二
の
�
項
及
び
�
項
並
び
に
同
項
の
表
三
の

�
項
の
構
造
計
算
の
計
算
書
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
の
七
第
四
項
」
を
「
第
十
一
条
の
四
第
三
項
」
に
改
め
、
「
及

び
第
二
項
」
を
削
る
。

第
二
十
三
条
中
「
第
八
条
」
を
「
第
八
条
た
だ
し
書
」
に
、
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条

第
一
項
た
だ
し
書
、
施
行
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
六
条
た
だ

し
書
」
に
、
「
第
二
十
八
条
」
を
「
第
二
十
八
条
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
十
号
中
「
第
五
十
二
条
第
七
項
」
を
「
第
五
十
二
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十

一
号
中
「
第
五
十
二
条
第
七
項
第
一
号
」
を
「
第
五
十
二
条
第
八
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
九
号
様
式
注
意
事
項
（
表
面
）
３
�
中
「第

５２
条
第
１１
項

」
を
「第

５２
条
第
１２
項

」
に
、
「同

条

第
１２
項

」
を
「同

条
第
１３
項

」
に
改
め
、
同
様
式
注
意
事
項
（
表
面
）
３
�
中
「第

５２
条
第
６
項
若
し

く
は
第
８
項

」
を
「第
５２
条
第
７
項
若
し
く
は
第
９
項

」
に
、
「同

条
第
７
項
若
し
く
は
第
１１
項

」
を

「同
条
第
８
項
若
し
く
は
第
１２
項

」
に
、
「同

条
第
６
項
若
し
く
は
第
８
項

」
を
「同

条
第
７
項
若
し

く
は
第
９
項

」
に
改
め
、
同
様
式
注
意
事
項
（
表
面
）
３
�
中
「第

５７
条
の
２
第
２
項

」
を
「第

５７
条

の
５
第
２
項

」
に
改
め
、
同
様
式
注
意
事
項
（
裏
面
）
�
中
「第

５２
条
第
１１
項

」
を
「第

５２
条
第
１２
項

」

に
改
め
る
。

（
香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め
る
規

則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め

る
規
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
規
則
第
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
三
十
三
の
項
イ
中
「
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
」
に

改
め
、
同
項
ロ
中
「
第
五
十
二
条
第
九
項
、
第
十
項
及
び
第
十
三
項
」
を
「
第
五
十
二
条
第
十
項
、
第

十
一
項
及
び
第
十
四
項
」
に
改
め
、
「
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
」
の
下
に
「
、
第
五
十
七

条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
、
「
第
九
項
第
二
号
」
の
下
に
「
、
第
六
十
八
条
第
一
項
第
二
号
、
第

二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
第
二
号
」
を
加
え
、
「
第
八
十
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
八
十
五

条
第
三
項
及
び
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
ニ
中
「
第
五
十
七
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
六
十
八
条
第

五
項
」
を
加
え
、
「
並
び
に
第
八
十
六
条
の
六
第
二
項
」
を
「
、
第
八
十
六
条
の
六
第
二
項
並
び
に
第

八
十
六
条
の
八
第
一
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
ホ
中
「
第
五
十
二
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
五

十
七
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

１０

認
定
建
築
主
に
対
し
、
工
事
の
改
善
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を

命
ず
る
こ
と
。
（
法
八
十
六
条
の
八
第
五
項
）

〇

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http : //www.pref.kagawa.jp/

平
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年
五
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一
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香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日

（
号
外
）

二


